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〒141-0022
東京都品川区東五反田2-17-1
オーバルコート大崎マークウエスト9Ｆ

〒541-0051
大阪府大阪市中央区道修町4-4-10
ＫＤＸ小林道修町ビル4Ｆ

〒060-0061
北海道札幌市中央区南一条西7-12（都市ビル）

〒980-0014
宮城県仙台市青葉区本町1-12-12（ＧＭビル）

〒450-0002
愛知県名古屋市中村区名駅2-37-21（東海ソフトビル）

〒812-0027
福岡県福岡市博多区下川端町10-5（博多麹屋番ビル）

ＴＥＬ：03(5789)2384
ＦＡＸ：03(5447)2096

ＴＥＬ：06(6228)3861
ＦＡＸ：06(6228)3873

ＴＥＬ：011(222)4171
ＦＡＸ：011(221)1370

ＴＥＬ：022(263)1591
ＦＡＸ：022(223)0067

ＴＥＬ：052(571)8231
ＦＡＸ：052(5718234

ＴＥＬ：092(262)8521
ＦＡＸ：092(262)6750

施　工　事　例

製品の外観、仕様などは予告なく変更することがあります。
２０１０．１０．０１JK



【工場に関わる措置の改正ポイント】

①判断基準に沿って合理化を行う旨の努力義務
　※エネルギー消費原単位を年平均１％以上低減を図る。

②エネルギー管理者選任義務
　※省エネルギー講習の定期受講義務

③定期報告の提出義務（５月末/毎年）
④中長期計画の作成・提出義務（３～５年）
⑤中長期計画作成の際のエネルギー管理士の参画

①判断基準に沿って合理化を行う旨の努力義務
　※エネルギー消費原単位を年平均１％以上低減を図る。

②エネルギー管理者選任義務
　※省エネルギー講習の定期受講義務

③定期報告の提出義務（５月末/毎年）

（変更なし）

①判断基準に沿って合理化を行う旨の努力義務
　※エネルギー消費原単位を年平均１％以上低減を図る。

②エネルギー管理者選任義務
③定期報告の提出義務（５月末/毎年）
④中長期計画の作成・提出義務（３～５年）

①判断基準に沿って合理化を行う旨の努力義務
　※エネルギー消費原単位を年平均１％以上低減を図る。

②エネルギー管理者選任義務
　※省エネルギー講習の定期受講義務

③エネルギー使用状況の記録義務
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第一種（５業種）
3,000kℓ 1,200万kWh

第二種エネルギー
管理指定工場

1,500kℓ 600万kWh

第一種（５業種以外）

燃料
（原油換算）

電　力

下記の５業種 左記以外の全業種

●製造業
●鉱業
●電気供給業
●ガス供給業
●熱供給業

●オフィスビル
●デパート
●ホテル
●病院
●学校、官公庁　等

業種年間エネルギー使用量 年間エネルギー使用量 業種

電　力燃料
（原油換算）

●オフィスビル
●デパート
●ホテル
●病院
●学校、官公庁　等

●製造業
●鉱業
●電気供給業
●ガス供給業
●熱供給業

左記以外の全業種下記の５業種

第一種エネルギー
管理指定工場

第二種エネルギー
管理指定工場

600万kWh

1,200万kWh

1,500kℓ

3,000kℓ
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空気調和設備

太陽光発電等の効果も考慮

一次エネルギー消費量を算定し、省エネルギー性能を評価

エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）

エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）は、石油危機を契機として昭和54年（1979年）に、“我が国のエ
ネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料資源の有効な利用の確保”と“工場、建築物、機械器具についての
エネルギーの使用の合理化を総合的に進めるための必要な措置を講ずる”ことを目的に制定されました。その後、内
外のエネルギー情勢の変化などに合わせ、計5回の法律改正が行なわれ現在に至っています。

延床面積２，０００㎡以上の建築物

新築・増改築及び大規模修繕等の際、省エ
ネ措置を所管行政庁へ届出

省エネ措置が著しく不十分
⇒指示。指示に従わない場合は公表

※延床面積２，０００㎡未満の建築物は届出に係わる規定無し。

延床面積２，０００㎡以上の建築物

第一種特定建築物とし、新築・増改築及び
大規模修繕の際、省エネ措置を所管行政庁
に届出。
省エネ措置が著しく不十分
⇒指示。指示に従わない場合は公表に加え
て命令（罰則）。

延床面積２，０００㎡未満の建築物

３００㎡以上２，０００㎡未満の建築を第二種特
定建築物とし、新築・増改築の際、省エネ措置
を所管行政庁に届出。
省エネ措置が著しく不十分
⇒勧告

改正前 改正後

指定外

第一種
エネルギー管理

指定工場
※３，０００kℓ以上/年

Ａ社
工場

３，６００kℓ

Ｂ社
事業場

１，６００kℓ

Ｃ社
工場

１，０００kℓ

Ｃ社
事業場
５００kℓ

Ｃ社
営業所
１００kℓ

Ｂ社
営業所
１００kℓ

第二種
エネルギー管理

指定工場
※１，５００kℓ以上/年

Ａ社
工場

３，６００kℓ

Ｂ社
事業場

１，６００kℓ

Ｃ社
工場

１，０００kℓ

Ｃ社
事業場
５００kℓ

Ｃ社
営業所
１００kℓ

Ｂ社
営業所
１００kℓ

Ａ社は
特定事業者

※１，５００kℓ以上/年

Ｂ社は
特定事業者

※１，５００kℓ以上/年

Ｃ社は
特定事業者

※１，５００kℓ以上/年

Ｂ社合計
１，７００kℓ

Ｃ社合計
１，６００kℓ

暖冷房設備 換気設備断熱性能
照明設備 給湯設備

＋

２００９年４月より

２０１０年４月より

◆

◆

◆

◆

◆

◆

省エネ法が管轄する分野は、①工場・事業場 ②輸送 ③住
宅・建築物 ④機械器具の４つ。その内、エネルギー（燃料、
熱、電気）使用量の合理化に関して規制を設けています。
平成20年の改正により規制範囲が広がり、エネルギー管理
（原油換算）義務が付加されました。施行は内容により、平成
21年4月、平成22年4月の2段階になっています。

数値は年間のエネルギー消費量（原油換算）

改正前 改正後

③強化
④⑤新設

③強化

一般的な
ビル建築物
（熱源保有）

熱源
31.1%

熱搬送
12.0%

動力
8.6%

コンセント
21.1%

給湯
0.8%

その他
5.1% 照明

21.3%

石炭製
品
23%石油

58%

天然ガ
ス・都市

ガス
1%

新エネ
ルギー・

熱等
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電力
15%

石炭
1%

天然ガ
ス・都市

ガス
4%

新エネ
ルギー・

熱等
10%

石炭製
品
21%

石油
41%

電力
18%

石炭
6%

照明設備で使用するエネルギーへの主な省エネ対策とし
て、まずは必要の無い電気はこまめに消すことが必
要になります。しかしそれだけでは十分な対策にはなり
ません。設備自体の対策としては以下のようなものが挙
げられます。

【低Ｗ数の電球への置換】
水銀灯400Ｗ⇒メタルハライドランプ250Ｗや、白熱電球100Ｗ・蛍光管60

Ｗ⇒ＬＥＤ10Ｗ　等に置換することによって使用電力を抑える対策

【高効率反射板の採用】
反射率のよい反射板や傘を利用することによって、照明器具の絶対量を

減らし、使用電力を抑える対策

【タスク・アンビエント照明】
局部的全般照明の一種で、局部照明を行うタスク照明と、全般照明を行
うアンビエント照明を効率良く設定することにより、総合的に対策を行う

【エネルギー消費構造】

【製造業エネルギー源別消費の推移】

1973年第１次石油危機から現在に至るま
で、波はあるものの着実と消費エネルギー
は増加してきています。また、第２次石油危
機以降には産業構造の高度化や製造工程
のオートメーション化から電力消費量が増
加を見せています。
化石燃料から電気への置換が進められて
いる昨今、今後さらに電力が占める割
合が増加していくことは明らかです。

「1973年（オイルショック時） 消費合計：6,431〔PJ〕」 「2006年 消費合計：6,647〔PJ〕」

建築物が消費するエネル

ギーの中で照明用のエ
ネルギーは約１/５
を占めています。
このエネルギーを抑えること
により、大きな省エネ効果を
期待することができます。



赤外線による
温室効果

紫外線による
劣化

対
策

光を導くアルミの反射チューブが、熱をすばやく吸収・放熱し、室
内に熱を侵入させません

対
策

採光するドームが紫外線を吸収し、室内のものを劣化から守りま
す。

ＳＯＬＡ　ＭＡＳＴＥＲ

施工性

コスト

清掃

遮熱／断熱

結露

対水銀灯
400Ｗ

対メタル
ハライドランプ

250Ｗ

対セラメタランプ
230Ｗ

対ＬＥＤ
180Ｗ

ガラス型トップライト ハイテク集光機ドーム型トップライト

67.50 42.00 39.00 30.00
(ｔ-CO2/年) (ｔ-CO2/年) (ｔ-CO2/年) (ｔ-CO2/年)

4821 3000 2786 2143
(本分) (本分) (本分) (本分)

744.7 463.4 430.3 331.0
(kℓ) (kℓ) (kℓ) (kℓ)0
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水銀灯 メタルハライドランプ

セラメタランプ ＬＥＤ

太陽光照明がもたらす“光源革命”

【エネルギー使用量削減】

【各種トップライトとの比較】

【高い演色性（Ｒａ＝１００）】

清掃はほとんどいらない

南面でも室温上昇に
なりにくい。

比較的遮熱効果あり

結露しにくい

後付でも付帯工事なし。
短時間で改築向き

製品コスト／施工費
ともに一般的

トータルコストが安価

ガラス面の汚れが気になる

温室効果で夏は暑い。
冬は室温が逃げやすい。

ガラス面に結露しやすい

建築的下地組が必要。
改築には付帯工事が必要

製品コストは一般的
付帯工事費がＵＰ

ドーム面の汚れが気になる

夏は室温上昇になる。
冬は室温が逃げやすい。

ドーム面に結露しやすい

建築的下地組、天井の
加工が必要。

改築には付帯工事が必要

比較的高価になる。
付帯工事費がＵＰ

清掃はほとんどいらない

外部環境に影響されない。

結露しない

光ファイバー／装置の
取扱が困難。

専門家の施工が必要

高価

CO2の削減量が評価の大きなポイントとなります。
現在ご利用の人工照明からSOLA MASTERに置換すればするだけ、CO2の削減に繋がります

CO2
削減量

杉の木
換算

原油
換算

15000

9400
8600

6800

0

0

5,000

10,000

15,000

水銀
灯

メタル
ハライドランプ

セラメタランプ
ＬＥＤ

SOLA
 M

ASTER

年間電気代/台
（円

ＳＯＬＡ　ＭＡＳＴＥＲのご提案

今、企業が求められている地球環境・職場環境への取組姿勢、その答えがここにあります。

シンプルな発想の中に革新的な技術が取り入れられたＳＯＬＡ　ＭＡＳＴＥＲは、従来のトップライトや集光機では成し得
なかったメリットを生み出すことができます。

【CO2排出量削減】

一般的に良い照明とは、ただ明るいだけのものではありません。その、
照度以外の項目の一つに「演色性」があります。
演色性とはランプなど発光する道具・装置が、ある物体を照らした時に、
その物体の色の見え方に及ぼす光源の性質を言います。ＣＩＥ（国際照
明委員会）では「自然光」を基準として、近いものほど「良い」「優れる」、
かけ離れたものほど「悪い」「劣る」と判断しています。
つまり自然光を利用しているＳＯＬＡ　ＭＡＳＴＥＲは演色性において、
他のどの照明にも負けない高い演色性を得ることができるのです。

自然光を利用する採光装置では赤外線による熱の温室効果、紫外線
による劣化といった問題があります。
ＳＯＬＡ　ＭＡＳＴＥＲでは、それらの問題をそれぞれ以下のように解決
することができます。

初期投資とランニングコスト

0

100

200

300

400

500

600

700

0年 5年 10年 15年 20年

水銀灯 メタルハライドランプ

セラメタランプ ＬＥＤ

SOLA MASTER

（千円）

※原単位は2008年度発表の全国平均0.373を利用。
※杉の木は20～30ｍで、年間14㎏のCO2を吸収。
※原油換算は、1kWh発電するのに0.243原油換算リットルを必要とする。

150台の照明をそれぞれSOLA MASTERに置換すると・・・

※水銀灯400Ｗ，メタルハライドランプ250Ｗ，セラメタランプ230Ｗ，ＬＥＤ180Ｗとして算定しています。
　建物規模や用途により、差異が生じます。
※初期投資とランニングコストは定価にて算定しています。
※電気料計算は、東京電力の法人（倉庫・工場使用）500kW以下　標準契約単価の年平均換算値を使用しています。

400 500 600 700 波長〔nm〕

400 500 600 700 波長〔nm〕

●SOLA MASTER分光分布

●一般的な白色ＬＥＤの分光分布

青色が強く、物体の持つ
本来の色に見えない。



【CASBEE評価項目】

Ｑ　建築物の環境品質・性能 ＬＲ　建築物の環境負荷低減性
Ｑ－１　室内環境 ＬＲ－１　エネルギー

３　光・視環境 ２　自然エネルギーの利用

３．１　昼光利用（昼光率、昼光利用設備） ２．１　自然エネルギーの直接利用

屋内非常階段，倉庫，
屋外動力設備

屋外（通路，構内警備用）

事務室，営業室など

倉庫，玄関など

屋内非常階段

会議室など

制御室などの計器盤
及び制御盤

設計室，製図室

制御室

廊下，階段など

応接室など

電気室，空調機械室

出入口，廊下，通路，階段，
作業を伴う倉庫など

“曇りの日は暗い”・・・そんなイメージは無いでしょうか？晴れの日に比べると、確かにそれほど明るくは感じられません。
しかし室内に必要な照度と比較すると、空は意外と明るいのです。
部屋の用途・大きさに応じて最適な設置場所・台数をご提案致します。

1

10

100

1000

10000

0
20000

40000
60000

80000
100000

直下1ｍ 直下3ｍ

直下5ｍ 直下10ｍ

【SOLA MASTERと設計基準照度】

100,000
50,000
30,000
15,000
5,0003,000
2,000
1,500
1,000
750
500
300
200
150
100
75
50
30
20

非常に暗い日

暗い日

普通の日

明るい日

特に明るい日

快晴の晴天

「“JIS Z 9110 照度基準”より一部抜粋」

「設計用全天空照度」

<工　場> <事務所>

室
内

の
照

度
〔
lx

〕

外部照度〔lx〕

雨
12,000〔lx〕

曇り
　35,000〔lx〕

快晴
100,000〔lx〕

【設置事例】

使用場所について

〔lx〕

「SOLA MASTERを利用した時の室内と外部の照度関係」

Ｂ
Ｅ

Ｆ
Ｏ

Ｒ
Ｅ

Ａ
Ｆ

Ｔ
Ｅ

Ｒ

下はフジモリ産業㈱石岡工場への設置例です。光輝くのがSOLA MASTER。
室内の明るさは、水銀灯台数の半分で電気照明を付けていた時と同程度となっております。
見学も可能です。

資源消費、
CO2排出
など

CASBEE評価

ＣＡＳＢＥＥは２００１年に国土交通省が主導し、(財)建築環境・省エネルギー機構内に設置された委員会によって開発
された建築物の環境性能評価システムです。建築物のサステナビリティ（持続可能性）への関心が集まる中、省エネ
ルギーなどに限定された従来の環境性能よりも広い意味での環境性能を評価することが必要になってきたため開発さ
れました。
近年企業の社会的責任（ＣＳＲ）が強く要求されるようになり、特に大企業では新築する工場や自社ビルの環境負荷を
軽減し、高評価を目指す設計が行われてきています。そして、自社が社会的責任を果たしている証として、新築・改築
にあたってＣＡＳＢＥＥによる高評価を受けたことを積極的に発表する動きもあります。

近隣
建物

近隣
建物

土壌汚染

排気、騒音、
廃熱、排水
など

室内環境

機能性、耐久性

敷地内
環境

境界外：Ｌ
建築物の

外部環境負荷で
評価する。

敷地境界内と敷地境界外について、
それぞれに環境を評価

境界内：Ｑ
建築物の

環境品質・性能で
評価する。

仮想境界

建築物の環境品質・性能（Ｑ）

建築物の外部環境負荷（Ｌ）

建築物の環境品質・性能（Ｑ）
　○室内環境：音、温熱、光・視、空気質
　○サービス性能：機能性、耐用性・信頼性、
　　　対応性・更新性
　○敷地内環境：生物環境の保全と創出、
　　　まちなみ・景観への配慮、地域性・
　　　アメニティの配慮

建築物の外部環境負荷（Ｌ）
　○エネルギー：建物の熱負荷、自然エネル
　　ギー利用、設備システムの効率、
　　運用効率
　○資源・マテリアル：水資源消費、資材の
　　環境負荷
　○敷地外環境：大気汚染、騒音・振動・
　　悪臭、風害・日照阻害、光害、温熱環境、
　　地域インフラへの負荷

建築物の総合環境性能（ＢＥＥ）＝

【ＣＡＳＢＥＥの評価の考え方】

SOLA MASTERを利用することで、下記の　　　　　　の項目で加点対象となります。

主要用途
構造・規模
延床面積

：　研修所
：　鉄筋コンクリート・６階建
：　約5,850㎡

最上階の廊下部分に太陽光照明
を５台設置。
他にも自然採光を取り入れられる
ような対策を行い、“自然エネル
ギーの直接利用”の項目で加点を
受けています。 屋上部

仕上後仕上前

【ＣＡＳＢＥＥでの評価のポイント】

【ＣＡＳＢＥＥ　Ｓランク取得例】


